
相続税評価方法の見直し（案）に係る具体的な計算方法

（１）条件

　・マンションの築年数 ： 2年

　・マンションの総階数 ： 40階

　・部屋の所在階数 ： 40階

　・部屋の土地持分面積 ： 9.5㎡

　・部屋の占有床面積 ： 100㎡

（２）現行の評価方法による評価額

　路線価方式（倍率方式）による土地の評価額 ＋ 建物の固定資産税評価額 ＝ 1億円

（３）評価乖離率

2年
×△0.033

＋
1.0

×0.239
＋

40階
×0.018

＋
0.095

×△1.195
＋ 3.220 ＝ 4.00 ＞1.67 →　（４）による再評価が必要

（△0.066） （0.239）
※40階÷33
＝1.21→1.0

（0.72） （△0.113）
※9.5㎡÷100

㎡＝0.095

定数

（４）評価方法の見直しによる評価額

1億円 × 4.00 × 0.6 ＝ 2億4千万円

現行の
相続税評価額

評価乖離率
定数

最低評価水準

※最低評価水準と重回帰式は、固定資産税評価の見直し時期に併せて見直しが行われる。

※評価乖離率が ≦1.67 の場合は、現行の相続税評価額×1.0

１．計算例Ａ



２．計算例Ｂ

（１）条件

　・マンションの築年数 ： 17年 （平成18年新築）

　・マンションの総階数 ： 5階

　・部屋の所在階数 ： 4階

　・部屋の土地持分面積 ： 66.05㎡ （地積：2,097.84㎡、所有権割合：327,707分の10,318）

　・部屋の占有床面積 ： 98.84㎡

（２）評価乖離率

17年
×△0.033

＋
0.151

×0.239
＋

4階
×0.018

＋
0.668

×△1.195
＋ 3.220 ＝ 1.969 ＞1.67 →　再評価が必要

（△0.561） （0.036）
※5階÷33
＝0.151

（0.072）
（△0.798）

※66.05㎡÷
98.84㎡＝

0.668

定数

３．計算例Ｃ

（１）条件

　・マンションの築年数 ： 27年

　・マンションの総階数 ： 5階

　・部屋の所在階数 ： 4階

　・部屋の土地持分面積 ： 66.05㎡

　・部屋の占有床面積 ： 98.84㎡

（２）評価乖離率

27年
×△0.033

＋
0.151

×0.239
＋

4階
×0.018

＋
0.668

×△1.195
＋ 3.220 ＝ 1.639 ≦1.67 →　再評価は不要

（△0.891） （0.036） （0.072） （△0.798）


